
 

 

第２回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

  議案の数 

種 別 
決 算 

認 定 
予 算 条 例 その他 計 

件 数 ５ ２ ３ １２ ２２ 

 

  議案の名称 

 ＜決算認定＞ 

認定第 １号  平成２８年度尼崎市歳入歳出決算について 

認定第 ２号  平成２８年度尼崎市水道事業会計決算について 

認定第 ３号  平成２８年度尼崎市工業用水道事業会計決算について 

認定第 ４号  平成２８年度尼崎市下水道事業会計決算について 

認定第 ５号  平成２８年度尼崎市モーターボート競走事業会計決算について 

＜予算＞ 

議案第７１号  平成２９年度尼崎市一般会計補正予算（第２号） 

議案第７２号  平成２９年度尼崎市水道事業会計補正予算（第１号） 

＜条例＞ 

議案第７３号  尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例について 

議案第７４号  尼崎市乗合自動車特別乗車証交付条例の一部を改正する条例につい

て 

議案第７５号  尼崎市公営企業の設置等に関する条例について 

＜その他＞ 

議案第７６号  工事請負契約の変更について（（仮称）南部保健福祉センター整備工

事） 

議案第７７号  工事請負契約の変更について（（仮称）南部保健福祉センター整備工

事のうち電気設備工事) 

議案第７８号  工事請負契約の変更について（（仮称）南部保健福祉センター整備工

事のうち機械設備工事) 
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議案第７９号  工事請負契約の変更について（（仮称）北部保健福祉センター整備工

事） 

議案第８０号  工事請負契約について（大庄支所・地区会館複合施設新築工事） 

議案第８１号  工事請負契約について（大庄支所・地区会館複合施設新築工事のう

ち電気設備工事） 

議案第８２号  工事請負契約について（大庄支所・地区会館複合施設新築工事のう

ち機械設備工事） 

議案第８３号  訴えの提起について（建物明渡し等請求事件） 

議案第８４号  平成２８年度尼崎市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て 

議案第８５号  平成２８年度尼崎市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

議案第８６号  平成２８年度尼崎市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて 

議案第８７号  平成２８年度尼崎市モーターボート競走事業会計未処分利益剰余金

の処分について 

 

２ その他の報告 

  議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

交通事故    ２件   １８，２８９，４０４円 

その他の事故  １件        ８，５３９円 

  公益財団法人等の経営状況 

  平成２８年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告 
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第２回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 決算認定 番 号 認定第１号 所 管 財政課 

件 名 平成２８年度尼崎市歳入歳出決算について 

内       容 

概要                            （単位：千円） 

区  分 歳入総額 歳出総額 形式収支 
翌年度に繰り 

越すべき財源 
実質収支 

一 般 会 計 205,175,362 204,529,210 646,152 374,134 272,018 

特 別 会 計 112,466,113 107,852,155 4,613,958 0 4,613,958 

 
国 民 健 康 保 険 

事 業 費 
63,758,502 60,757,746 3,000,756 0 3,000,756 

 
地 方 卸 売 市 場 

事 業 費 
456,205 331,016 125,189 0 125,189 

 育 英 事 業 費 7,771 7,771 0 0 0 

 農業共済事業費 15,766 8,806 6,960 0 6,960 

 
公 共 用 地 
先行取得事業費 

2,973,227 2,973,227 0 0 0 

 
公害病認定患者
救 済 事 業 費 

41,735 41,470 265 0 265 

 
母子父子寡婦福祉 
資金貸付事業費 

51,331 28,947 22,384 0 22,384 

 
青少年健全育成 
事 業 費 

6,432 6,432 0 0 0 

 介護保険事業費 39,542,062 38,156,469 1,385,593 0 1,385,593 

 
後期高齢者医療 
事 業 費 

5,420,573 5,347,762 72,811 0 72,811 

 駐 車 場 事 業 費 192,509 192,509 0 0 0 

合  計 317,641,475 312,381,365 5,260,110 374,134 4,885,976 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 決算認定 番 号 認定第２～５号 所 管 

水道局経理課 

下水道部経営企画課 

公営事業局経営企画課 

件 名 

平成２８年度尼崎市水道事業会計決算について 

平成２８年度尼崎市工業用水道事業会計決算について 

平成２８年度尼崎市下水道事業会計決算について 

平成２８年度尼崎市モーターボート競走事業会計決算について 

内       容 

 概要                             （単位：千円） 

区  分 水 道 事 業 
工 業 用 
水 道 事 業 

下 水 道 事 業 
モーターボート
競 走 事 業 

収

益

的

収

支

（

税

抜

） 

経

常

損

益 

収益   9,380,172 1,805,914 12,394,128 39,014,526 

費用   8,370,488 1,551,098 10,696,938 38,331,357 

差引 ① 1,009,684 254,814 1,697,190 683,169 

特

別

損

益 

利益   331,214 203,600 603 6,501 

損失   5,292 0 1,012 198,330 

差引 ② 325,922 203,600 △ 409 △191,829 

純利益 ①＋② 1,335,606 458,416 1,696,781 491,340 

資

本

的

収

支 
収 入     726,628 62,914 4,616,845 4,052,160 

支 出     2,419,291 436,928 9,040,755 4,303,745 

差 引    ③ △ 1,692,663 △ 374,014 △ 4,423,910 △251,585 

補 て ん 財 源 ④ 2,883,830 853,294 5,384,334 1,333,041 

資
金
収
支 

 年 間 ③＋④ 1,191,167 479,280 960,424 1,081,456 

累 計     7,276,176 7,411,160 7,386,784 5,419,073 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第７１号 所 管 各事業所管課 

件 名 平成２９年度尼崎市一般会計補正予算（第２号） 

内       容 

１ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

202,001,220 324,000 202,325,220 

 

２ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

繰越金 158,800 総務費 257,000 

諸収入 130,000 衛生費 10,000 

市債 35,200 商工費 17,000 

  土木費 40,000 

合 計 324,000 合 計 324,000 

 

３ 債務負担行為 

変更                           （単位：千円） 

事 項 
補 正 前 補 正 後 

期 間 限度額 期 間 限度額 

小学校各種施設 

整備事業 
平成30年度 253,000 平成30年度 279,000 

 

４ 補正予算の内容 

  収益事業収入を活用してみんなの尼崎城基金積立金などを増額するほか、（仮称）

公営企業局の設置に伴う抽水場監視設備の導入や、大規模住宅開発に伴う児童数増加

に対応するため園田南小学校増築工事の設計を行う。費目別事業概要は別紙のとお

り。 
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別 紙 

 

 

費目別事業概要 

 

総務費 257,000千円 

  

財政調整基金積立金 

平成28年度決算剰余金の2分の1相当額の積立を行う。 

137,000千円 

  

 みんなの尼崎城基金積立金 

  収益事業収入の増額に伴い、その一部を基金へ積み立てる。 

100,000千円 

  

新本庁舎建設基金積立金 

  収益事業収入の増額に伴い、その一部を基金へ積み立てる。 

20,000千円 

  

衛生費 10,000千円 

  

温暖化対策推進事業費 

尼崎市環境率先実行計画等の改定及び第2次環境モデル都市ア

クションプランの策定に向け、公共施設の省エネルギー対策等

に関する調査を実施する。 

10,000千円 

  

商工費 17,000千円 

  

 イノベーション促進総合支援事業費 

  地域企業への新技術・新製品開発の支援を強化するため、もの

づくり支援センターの機器等を整備する。 

17,000千円 

  

土木費 40,000千円 

  

 抽水場整備事業費 

  （仮称）公営企業局の設置に伴い、本庁舎に抽水場監視設備を

導入する。 

30,000千円 

  

市営住宅指定管理者管理運営事業費 

塚口さんさんタウン3番館の建替に伴い、市営住宅北部管理セ

ンターを移転する。 

3,890千円 

  

指定管理関係経費（市営住宅） 

塚口さんさんタウン3番館の建替に伴い、市営住宅北部管理セ

ンターを移転する。 

6,110千円 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第７２号 所 管 水道局経理課 

件 名 平成２９年度尼崎市水道事業会計補正予算（第１号） 

内       容 

１ 補正理由 

平成３０年度に公営企業部局の組織統合を行うため、平成２９年度中に新たに導入

が必要となる契約事務システム等に係る物件費を増額するもの。また、物件費の増額

に伴い、納付すべき消費税及び地方消費税納税額が減少するため、当該費用を減額す

るもの。 

 

２ 補正予算の内容 

収益的収入及び支出 

○ 支出                      （単位：千円） 

   既決予定額 補正予定額 計 

第１款 水道事業費用 9,087,591 8,731 9,096,322 

 
第１項 営業費用 8,715,578 9,417 8,724,995 

第２項 営業外費用 357,626 △686 356,940 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７３号 所 管 給与課、職員課 

件 名 
尼崎市職員退職手当支給条例及び尼崎市教育職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  職員への退職手当の支給に当たっては、当該職員が既に支給を受けた一般の退職手

当等の額が、当該職員が雇用保険の適用を受けていたならば支給されるべき額に満た

ない場合については、その差額を失業者の退職手当として支給しているところ、雇用

保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１４号）による失業等に係る給付

内容等の変更に伴い、国家公務員に準じ、雇用保険法からの引用部分について所要の

整備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

  個別延長給付の創設に伴う整備 

  移転費の支給対象者の追加に伴う整備 

  給付日数延長等に関する暫定措置の創設に伴う整備 

 

３ 施行期日 

  公布の日。 

  ただし、２ については平成３０年１月１日。 
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尼崎市職員退職手当支給条例（第１条関係） 

改正後 現 行 

（失業者の退職手当） 

第８条 勤続期間１２月以上(特定退職者(雇用

保険法(昭和４９年法律第１１６号)第２３条

第２項に規定する特定受給資格者に相当する

ものとして市長が別に定めるものをいう。以

下同じ。)にあっては、６月以上。第３項にお

いて同じ。)で退職した職員(第５項又は第７

項の規定に該当する者を除く。)であって、第

１号に掲げる額が第２号に掲げる額に満たな

いものが、当該退職した職員を同法第１５条

第１項に規定する受給資格者と、当該退職し

た職員の基準勤続期間の年月数を同法第２２

条第３項に規定する算定基礎期間の年月数

と、当該退職の日を同法第２０条第１項第１

号に規定する離職の日と、特定退職者を同法

第２３条第２項に規定する特定受給資格者と

みなして同法第２０条第１項を適用した場合

における同項各号に掲げる受給資格者の区分

に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に

妊娠、出産、育児その他市規則で定める理由

により引き続き３０日以上職業に就くことが

できない者が、市規則で定めるところにより

市長にその旨を申し出た場合には、当該理由

により職業に就くことができない日数を加算

するものとし、その加算された期間が４年を

超えるときは、４年とする。第３項において

「支給期間」という。)内に失業している場合

において、第１号に規定する一般の退職手当

等の額を第２号に規定する基本手当の日額で

除して得た数(１未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期

日数」という。)を超えて失業しているときは、

第１号に規定する一般の退職手当等のほか、

その超える部分の失業の日につき第２号に規

定する基本手当の日額に相当する金額を、退

職手当として、同法の規定による基本手当の

支給の条件に従い支給する。ただし、同号に

（失業者の退職手当） 

第８条 勤続期間１２月以上(特定退職者(雇用

保険法(昭和４９年法律第１１６号)第２３条

第２項に規定する特定受給資格者に相当する

ものとして市長が定めるものをいう。以下同

じ。)にあっては、６月以上。第３項において

同じ。)で退職した職員(第５項又は第７項の

規定に該当する者を除く。)であって、第１号

に掲げる額が第２号に掲げる額に満たないも

のが、当該退職した職員を同法第１５条第１

項に規定する受給資格者と、当該退職した職

員の基準勤続期間の年月数を同法第２２条第

３項に規定する算定基礎期間の年月数と、当

該退職の日を同法第２０条第１項第１号に規

定する離職の日と、特定退職者を同法第２３

条第２項に規定する特定受給資格者とみなし

て同法第２０条第１項を適用した場合におけ

る同項各号に掲げる受給資格者の区分に応

じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊

娠、出産、育児その他市規則で定める理由に

より引き続き３０日以上職業に就くことがで

きない者が、市規則で定めるところにより市

長にその旨を申し出た場合には、当該理由に

より職業に就くことができない日数を加算す

るものとし、その加算された期間が４年を超

えるときは、４年とする。第３項において「支

給期間」という。)内に失業している場合にお

いて、第１号に規定する一般の退職手当等の

額を第２号に規定する基本手当の日額で除し

て得た数(１未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」

という。)を超えて失業しているときは、第１

号に規定する一般の退職手当等のほか、その

超える部分の失業の日につき第２号に規定す

る基本手当の日額に相当する金額を、退職手

当として、同法の規定による基本手当の支給

の条件に従い支給する。ただし、同号に規定
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規定する所定給付日数から待期日数を減じて

得た日数分を超えては支給しない。 

 ・  略 

２～９ 略 

１０ 第１項、第３項又は前項に規定する場合

のほか、これらの規定による退職手当の支給を

受ける者に対しては、次の各号のいずれかに該

当する場合には、雇用保険法第２４条から第２

８条までの規定による基本手当の支給の例によ

り、当該基本手当の支給の条件に従い、第１項

又は第３項の退職手当を支給することができ

る。 

  略 

  その者が次のいずれかに該当する場合 

ア 特定退職者で、雇用保険法第２４条の

２第１項各号に掲げる者に相当する者と

して市長が別に定める者のいずれかに該

当し、かつ、市長が指導基準（同項に規

定する指導基準をいう。イにおいて同

じ。）に照らして再就職を促進するために

必要な職業指導（職業安定法（昭和２２

年法律第１４１号）第４条第４項に規定

する職業指導をいう。イにおいて同じ。）

を行うことが適当であると認めるもの 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が

困難な者で、同法第２４条の２第１項第

２号に掲げる者に相当する者として市長

が別に定める者に該当し、かつ、市長が

指導基準に照らして再就職を促進するた

めに必要な職業指導を行うことが適当で

あると認めるもの 

  略 

  略 

１１ 略 

 ～  略 

  公共職業安定所、職業安定法第４条第８

項に規定する特定地方公共団体若しくは同

法第１８条の２に規定する職業紹介事業者

する所定給付日数から待期日数を減じた日数

分を超えては支給しない。 

 ・  略 

２～９ 略 

１０ 第１項、第３項又は前項に規定する場合

のほか、これらの規定による退職手当の支給を

受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合に

は、雇用保険法第２４条から第２８条までの規

定による基本手当の支給の例により、当該基本

手当の支給の条件に従い、第１項又は第３項の

退職手当を支給することができる。 

 

  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  略 

  略 

１１ 略 

 ～  略 

  公共職業安定所の紹介した職業に就くた

め、又は市長が雇用保険法の規定の例によ

り指示した公共職業訓練等を受けるため、
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が紹介した職業に就くため、又は市長が雇

用保険法の規定の例により指示した公共職

業訓練等を受けるため、その住所又は居所

を変更する者 同法の規定による移転費の

額に相当する金額 

  略 

１２～１７ 略 

 

付則 

８ 平成３４年３月３１日以前に退職した職員

に対する第８条第１０項の規定の適用につい

ては、同項中「第２８条まで」とあるのは「第

２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号

ア中「イ」とあるのは「イ及びウ」と、同号

中「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定す

る厚生労働省令で定める理由により就職が困

難な者で、同法第２４条の２第１項第２号に

掲げる者に相当する者として市長が別に定め

る者に該当し、かつ、市長が指導基準に照ら

して再就職を促進するために必要な職業指導

を行うことが適当であると認めるもの」とあ

るのは「イ 雇用保険法第２２条第２項に規

定する厚生労働省令で定める理由により就職

が困難な者で、同法第２４条の２第１項第２

号に掲げる者に相当する者として市長が別に

定める者に該当し、かつ、市長が指導基準に

照らして再就職を促進するために必要な職業

指導を行うことが適当であると認めるもの 

ウ 特定退職者で、雇用保険法附則第５条第

１項に規定する地域内に居住し、かつ、市長

が指導基準に照らして再就職を促進するため

に必要な職業指導を行うことが適当であると

認めるもの（アに該当する者を除く。）」とす

る。 

その住所又は居所を変更する者 同法の規

定による移転費の額に相当する金額 

 

 

 

  略 

１２～１７ 略 

 

付則 
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尼崎市教育職員の退職手当に関する条例（第２条関係） 

改正後 現 行 

(遺族の範囲及び順位等) 

第２条の２ １～３ 略 

４ 第１項に規定する遺族がない場合において

は、葬祭を行った者に対し、第３条から第５

条の２まで及び第６条から第６条の７までに

規定する支給額の範囲内において尼崎市教育

委員会（以下「教育委員会」という。）」が認

めた葬祭費に相当する額を、退職手当として

支給することができる。 

 

(１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の

場合の退職手当の基本額) 

第４条  ・  略 

   その者の事情によらないで引き続いて勤

続することを困難とする理由により退職し

た者で教育委員会が市長の承認を得たもの 

 

 

（失業者の退職手当） 

第１０条 勤続期間１２月以上(特定退職者(雇

用保険法(昭和４９年法律第１１６号)第２３

条第２項に規定する特定受給資格者に相当す

るものとして教育委員会が別に定めるものを

いう。以下同じ。)にあっては、６月以上。第

3項において同じ。)で退職した教育職員(第

５項又は第７項の規定に該当する者を除く。)

であって、第１号に掲げる額が第２号に掲げ

る額に満たないものが、当該退職した教育職

員を同法第１５条第１項に規定する受給資格

者と、当該退職した教育職員の基準勤続期間

の年月数を同法第２２条第３項に規定する算

定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法

第２０条第１項第１号に規定する離職の日

と、特定退職者を同法第２３条第２項に規定

する特定受給資格者とみなして同法第２０条

第１項を適用した場合における同項各号に掲

げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定

(遺族の範囲及び順位等) 

第２条の２ １～３ 略 

４ 第１項に規定する遺族がない場合において

は、葬祭を行った者に対し、第３条から第５

条の２まで及び第６条から第６条の７までに

規定する支給額の範囲内において教育委員会

が認めた葬祭費に相当する額を、退職手当と

して支給することができる。 

 

 

(１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の

場合の退職手当の基本額) 

第４条  ・  略 

   その者の事情によらないで引き続いて勤

続することを困難とする理由により退職し

た者で尼崎市教育委員会(以下「教育委員

会」という。)が市長の承認を得たもの 

 

（失業者の退職手当） 

第１０条 勤続期間１２月以上(特定退職者(雇

用保険法(昭和４９年法律第１１６号)第２３

条第２項に規定する特定受給資格者に相当す

るものとして教育委員会が定めるものをい

う。以下同じ。)にあっては、６月以上。第３

項において同じ。)で退職した教育職員(第５

項又は第７項の規定に該当する者を除く。)

であって、第１号に掲げる額が第２号に掲げ

る額に満たないものが、当該退職した教育職

員を同法第１５条第１項に規定する受給資格

者と、当該退職した教育職員の基準勤続期間

の年月数を同法第２２条第３項に規定する算

定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法

第２０条第１項第１号に規定する離職の日

と、特定退職者を同法第２３条第２項に規定

する特定受給資格者とみなして同法第２０条

第１項を適用した場合における同項各号に掲

げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定
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める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その

他市規則で定める理由により引き続き３０日

以上職業に就くことができない者が、市規則

で定めるところにより教育委員会にその旨を

申し出た場合には、当該理由により職業に就

くことができない日数を加算するものとし、

その加算された期間が４年を超えるときは、

４年とする。第３項において「支給期間」と

いう。)内に失業している場合において、第１

号に規定する一般の退職手当等の額を第２号

に規定する基本手当の日額で除して得た数

(１未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)

を超えて失業しているときは、第１号に規定

する一般の退職手当等のほか、その超える部

分の失業の日につき第２号に規定する基本手

当の日額に相当する金額を、退職手当として、

同法の規定による基本手当の支給の条件に従

い支給する。ただし、同号に規定する所定給

付日数から待期日数を減じて得た日数分を超

えては支給しない。 

 ・  略 

２～９ 略 

１０ 略 

  略 

  その者が次のいずれかに該当する場合 

ア 特定退職者であって、雇用保険法第２

４条の２第１項各号に掲げる者に相当す

る者として教育委員会規則で定める者の

いずれかに該当し、かつ、教育委員会が

同項に規定する指導基準に照らして再就

職を促進するために必要な職業安定法

（昭和２２年法律第１４１号）第４条第

４項に規定する職業指導を行うことが適

当であると認めたもの 

イ 雇用保険法２２条第２項に規定する厚

生労働省令で定める理由により就職が困

難な者であつて、同法第２４条の２第１

項第２号に掲げる者に相当する者として

める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その

他市規則で定める理由により引き続き３０日

以上職業に就くことができない者が、市規則

で定めるところにより教育委員会にその旨を

申し出た場合には、当該理由により職業に就

くことができない日数を加算するものとし、

その加算された期間が４年を超えるときは、

４年とする。第３項において「支給期間」と

いう。)内に失業している場合において、第１

号に規定する一般の退職手当等の額を第２号

に規定する基本手当の日額で除して得た数

(１未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)

を超えて失業しているときは、第１号に規定

する一般の退職手当等のほか、その超える部

分の失業の日につき第２号に規定する基本手

当の日額に相当する金額を、退職手当として、

同法の規定による基本手当の支給の条件に従

い支給する。ただし、同号に規定する所定給

付日数から待期日数を減じた日数分を超えて

は支給しない。 

 ・  略 

２～９ 略 

１０ 略 

  略 
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教育委員会規則で定める者に該当し、か

つ、教育委員会が同項に規定する指導基

準に照らして再就職を促進するために必

要な職業安定法第４条第４項に規定する

職業指導を行うことが適当であると認め

たもの 

  略 

  略 

１１ 略 

 ～  略 

  公共職業安定所、職業安定法第４条第８

項に規定する特定地方公共団体若しくは同

法第１８条の２に規定する職業紹介事業者

が紹介した職業に就くため、又は教育委員

会が雇用保険法の規定の例により指示した

公共職業訓練等を受けるため、その住所又

は居所を変更する者 同法の規定による移

転費の額に相当する金額 

  略 

１２～１７ 略 

 

付則 

１１ 平成３４年３月３１日以前に退職した教

育職員に対する第１０条第１０項の規定の適

用については、同項中「第２８条まで」とあ

るのは「第２８条まで及び附則第５条」と、

同項第２号ア中「イ」とあるのは「イ及びウ」

と、同号中「イ 雇用保険法第２２条第２項

に規定する厚生労働省令で定める理由により

就職が困難な者で、同法第２４条の２第１項

第２号に掲げる者に相当する者として教育委

員会が別に定める者に該当し、かつ、教育委

員会が指導基準に照らして再就職を促進する

ために必要な職業指導を行うことが適当であ

ると認めるもの」とあるのは「イ 雇用保険

法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で

定める理由により就職が困難な者で、同法第

２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当す

る者として教育委員会が別に定める者に該当

 

 

 

 

 

 

  略 

  略 

１１ 略 

 ～  略 

  公共職業安定所の紹介した職業に就くた

め、又は教育委員会が雇用保険法の規定の

例により指示した公共職業訓練等を受ける

ため、その住所又は居所を変更する者 同

法の規定による移転費の額に相当する金額 

 

 

 

  略 

１２～１７ 略 

 

付則 
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し、かつ、教育委員会が指導基準に照らして

再就職を促進するために必要な職業指導を行

うことが適当であると認めるもの ウ 特定

退職者で、雇用保険法附則第５条第１項に規

定する地域内に居住し、かつ、教育委員会が

指導基準に照らして再就職を促進するために

必要な職業指導を行うことが適当であると認

めるもの（アに該当する者を除く。）」とする。 
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（議案説明資料） 

 

 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７４号 所 管 福祉課 

件 名 尼崎市乗合自動車特別乗車証交付条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

尼崎市乗合自動車特別乗車証について、利用者の利便性の向上を図るとともに、よ

り適正な乗車証の管理及びバス事業者に対して利用実績に基づく市負担金の支払い

を可能とするよう、現在の紙券からＩＣカード（以下「ＩＣ乗車証」という。）へ変

更するため、所要の整備を行うもの。 

   

２ 主な改正内容 

   交付対象者の再整理（第２条） 

   交付済乗車証の管理を適正に行うため、対象者を本市に住民票がある者及び本市

において各種手帳の等級等の管理ができる者として改めて整理する。 

   乗車証の有効期限の廃止（第３条） 

   乗車証のＩＣカード化により、交付後の資格等の管理がより適正に行うことがで

きるようになること等により、有効期限を設ける必要がなくなることから、当該規

定を削除する。 

  乗車証が利用できる事業者・路線等の拡大（第４条） 

現行、市内の一部路線（阪神バス尼崎市内線及び尼崎交通事業振興（株）の路線）

に限定している利用範囲について、尼崎市内の停留所で乗車及び降車する場合に限

り、阪神バス（株）・阪急バス（株）の運行するいずれの路線でも利用できること

とする。 

   ＩＣ乗車証の再交付（第１０条） 

   ＩＣ乗車証の再交付に係る負担金を徴収するための規定を追加する。 

 

３ 施行期日等 

  平成３０年３月１日。 

なお、現在の紙券の乗車証については、その有効期間の末日（平成３０年３月３１

日）までは、改正前の条例の規定による取扱いを継続するものとする。 
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尼崎市乗合自動車特別乗車証交付条例 

改正後 現 行 

（特別乗車証による乗合自動車への乗車） 

第２条  

  身体障害者 身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）第１５条第４項

の規定による身体障害者手帳の交付を

受けている者のうちその障害の程度が

身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年

厚生省令第１５号）別表第５号に掲げる

１級から４級までのいずれかに該当す

る旨の記載がある者で、本市内に住所を

有するものをいう。 

  知的障害者 兵庫県知事から療育手

帳（児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第１２条第１項に規定する児童相

談所又は知的障害者福祉法（昭和３５年

法律第３７号）第９条第６項に規定する

知的障害者更生相談所において知的障

害があると判定された者に対して支給

される手帳で、その者の障害の程度その

他の事項の記載があるものをいう。以下

同じ。）の交付を受けている者その他知

的障害があると認められる者として規

則で定める者で、本市内に住所を有する

ものをいう。 

  精神障害者 精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条第２項の規定による

精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者で、本市内に住所を有するもの

をいう。 

  原子爆弾被爆者 原子爆弾被爆者に

対する援護に関する法律（平成６年法律

第１１７号）第２条第３項の規定による

被爆者健康手帳の交付を受けている者

で、本市内に住所を有するものをいう。 

 

（特別乗車証による乗合自動車への乗車） 

第２条  

   身体障害者 身体障害者福祉法（昭和

２４年法律第２８３号）第１５条第４項

の規定による身体障害者手帳の交付を受

けている者のうちその障害の程度が身体

障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生

省令第１５号）別表第５号に掲げる１級

から４級までのいずれかに該当する旨の

記載がある者で、市内に居住するものを

いう。 

   知的障害者 兵庫県知事から療育手帳

（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第１２条第１項に規定する児童相談

所又は知的障害者福祉法（昭和３５年法

律第３７号）第９条第６項に規定する知

的障害者更生相談所において知的障害が

あると判定された者に対して支給される

手帳で、その者の障害の程度その他の事

項の記載があるものをいう。）の交付を

受けている者その他知的障害があると認

められる者として規則で定める者で、市

内に居住するものをいう。 

 

  精神障害者 精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条第２項の規定による

精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者で、市内に居住するものをい

う。 

  原子爆弾被爆者 原子爆弾被爆者に

対する援護に関する法律（平成６年法律

第１１７号）第２条第３項の規定による

被爆者健康手帳の交付を受けている者

で、市内に居住するものをいう。 
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（種類） 

第３条 略 

削る 

 

（特別乗車証による乗合自動車への乗車） 

第４条 次条の規定により単独用特別乗車証

の交付を受けた者は、事業者（道路運送法

（昭和２６年法律第１８３号）第９条第１

項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業

者で規則で定めるものをいう。以下同じ。）

が定める運賃（以下「運賃」という。）を

支払わず、又は事業者がその使用を認める

乗車券（以下「乗車券」という。）を使用

せずに事業者が運行する乗合自動車（以下

「乗合自動車」という。）を利用すること

ができる。 

３ 前２項の規定により運賃を支払わず、又

は乗車券を使用せずに乗合自動車を利用す

ることができる場合は、これらの規定に規

定する者が、本市の区域（当該区域に隣接

し、又は近接する区域として市長が別に定

める区域を含む。）内に存する停留所にお

いて、当該乗合自動車に乗車し、及び当該

乗合自動車から降車する場合に限るものと

する。 

 

（交付の申請） 

第６条 前条の規定により特別乗車証の交付

を受けようとする者は、規則で定めるとこ

ろにより、市長に申請しなければならない。 

 

 

 

（特別乗車証の使用等） 

第７条 第５条の規定により特別乗車証の交

付を受けた者（以下「被交付者」という。）

は、その交付を受けた特別乗車証を使用し

て乗合自動車を利用するときは、市長が別

（種類） 

第３条 略 

２ 特別乗車証の有効期間は、規則で定める。 

 

（特別乗車証による乗合自動車への乗車） 

第４条 次条の規定により単独用特別乗車証

の交付を受けた者は、事業者（道路運送法

（昭和２６年法律第１８３号）第９条第１

項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業

者で規則で定めるものをいう。以下同じ。）

が定める運賃（以下「運賃」という。）を

支払わず、又は事業者がその使用を認める

乗車券（以下「乗車券」という。）を使用

せずに事業者が運行する乗合自動車で規則

で定めるもの（以下「乗合自動車」という。）

を利用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付の申請） 

第６条 前条の規定により特別乗車証の交付

を受けようとする者は、規則で定めるとこ

ろにより、市長に申請しなければならない。

ただし、規則で定める者については、この

限りでない。 

 

（提示義務） 

第７条 第５条の規定により特別乗車証の交

付を受けた者（以下「被交付者」という。）

は、その交付を受けた特別乗車証を使用し

て乗合自動車を利用するときは、当該乗合
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に定めるところに従いこれを使用しなけれ

ばならない。 

 

 

２ 被交付者は、その交付を受けた特別乗車

証を使用して乗合自動車を利用する場合に

おいて、当該乗合自動車の乗務員から当該

特別乗車証及び身体障害者手帳、療育手帳

その他これに相当する書類として規則で定

める書類、精神障害者保健福祉手帳又は被

爆者健康手帳で当該被交付者が交付を受け

ているものの提示を求められたときは、当

該乗務員にこれらを提示しなければならな

い。 

 

（特別乗車証の再交付） 

第１０条 被交付者は、特別乗車証を紛失し、

又は著しく損傷し、若しくは汚損したとき

その他規則で定める場合は、規則で定める

ところにより市長に申請して、特別乗車証

の再交付を受けることができる。   

２ 被交付者は、前項の規定により特別乗車

証の再交付を受けようとするときは、規則

で定めるところにより、当該再交付に要す

る費用を負担しなければならない。ただし、

規則で定める場合は、この限りでない。 

 

（特別乗車証の返還等） 

第１１条 

２ 市長は、第８条の規定に違反し、偽りそ

の他不正の手段により特別乗車証の交付を

受け、若しくは特別乗車証を不正に使用し、

若しくは使用させた者又は被交付者のうち

に交付対象者でなくなった者があるとき

は、これらの者が保有する特別乗車証の使

用を停止させる措置を講じ、又はこれらの

者に対し、その保有する特別乗車証の返還

を求めることができる。 

自動車の乗務員に当該特別乗車証を提示し

なければならない。当該乗合自動車の乗務

員から特別乗車証の提示を求められたとき

も、同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特別乗車証の返還） 

第１０条 

２ 市長は、第８条の規定に違反し、偽りそ

の他不正の手段により特別乗車証の交付を

受け、若しくは特別乗車証を不正に使用し、

若しくは使用させた者又は被交付者のうち

に交付対象者でなくなった者があるとき

は、これらの者に対し、その保有する特別

乗車証の返還を求めることができる。 
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（委任） 

第１２条 略 

 

 

（委任） 

第１１条 略 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第７５号 所 管 

水道局統合調整担当 

下水道部経営企画課 

公営事業局経営企画課 

件 名 尼崎市公営企業の設置等に関する条例について 

内       容 

１ 制定理由 

  水道事業、工業用水道事業、下水道事業及びモーターボート競走事業（以下「公営

企業」という。）を安定的かつ継続的に経営することを目的に、水道局、都市整備局

下水道部及び公営事業局の組織統合等を行うため、尼崎市公営企業の設置等に関する

条例を制定する。 

 

２ 主な制定内容 

  条例の趣旨（第１条） 

地方公営企業法及び同法施行令に基づき、法の適用、公営企業の設置、経営の基

本、管理者及び組織について必要な事項を定める。 

  法の適用（第２条） 

下水道事業及びモーターボート競走事業に法の規定の全部を適用する。 

   経営の基本（第４条） 

   公営企業の各事業における経営の規模等を定める。 

  管理者（第５条） 

公営企業の各事業を通じて公営企業管理者１人を置く。 

   組織（第６条） 

公営企業管理者の権限に属する事務を処理させるため、公営企業局を置く。 

 

３ 本条例制定に伴う所要の整備 

本条例の施行により、「尼崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条

例」、「尼崎市下水道事業の設置等に関する条例」及び「尼崎市モーターボート競走事

業の設置等に関する条例」を廃止する。 

 

４ 施行期日 

  平成３０年４月１日 
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尼崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例 

現 行 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）の規

定に基づき、本市水道事業及び工業用水道事業（以下「水道事業及び工業用水道事業」という。）

の設置、経営の基本及び組織について必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市民の生活用水その他の浄水を供給し、並びに地盤沈下の防止及び工業の健全な発達に

資するに必要な工業用水を供給するため、水道事業及び工業用水道事業を設置する。 

（経営の基本） 

第３条 水道事業及び工業用水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を

増進するように運営されなければならない。 

２ 水道事業及び工業用水道事業の基本計画は、次に掲げるとおりとする。 

  水道事業 

ア 給水区域 本市の区域内 

イ １日最大給水量 ３３２，８５０立方メートル 

  工業用水道事業 

ア 給水区域 本市の区域内 

イ １日最大給水量 １７０，０００立方メートル 

（組織） 

第４条 法第７条ただし書の規定に基づき、水道事業及び工業用水道事業を通じて水道事業管理

者（以下「管理者」という。）を置く。 
２ 法第１４条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。 
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尼崎市下水道事業の設置等に関する条例 

現 行 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）及び

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「令」という。）の規定に基づき、

本市下水道事業（以下「下水道事業」という。）の設置、経営の基本及び財務について必要な

事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全

に資するため、下水道事業を設置する。 

（財務規定等の適用） 

第３条 法第２条第３項及び令第１条第２項の規定に基づき、下水道事業に法第２条第２項に規

定する財務規定等を適用する。 

（経営の基本） 

第４条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運

営されなければならない。 

２ 下水道事業の基本計画は、次に掲げるとおりとする。 

  排水区域 本市の区域内 

  排水人口 ４６０，０００人 

  １日最大処理能力 ３４３，０００立方メートル 

（会計事務の処理） 
第５条 法第３４条の２ただし書の規定に基づき、下水道事業の出納その他の会計事務に係る権

限は、会計管理者に行わせるものとする 
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尼崎市モーターボート競走事業の設置等に関する条例 

現 行 

（この条例の趣旨） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「法」という。）第２

条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１条第２項の規定に基づ

き尼崎市モーターボート競走事業（以下「モーターボート競走事業」という。）に対する法の

適用について定めるとともに、法第４条、第７条ただし書及び第１４条の規定に基づきモータ

ーボート競走事業の設置、経営の基本、管理者及び組織について必要な事項を定めるものとす

る。 

（法の適用） 

第２条 モーターボート競走事業には、この条例の施行の日から法の規定の全部を適用する。 

（設置） 

第３条 本市の施策の実施に要する経費の財源を確保し、もって本市財政の健全な運営を図るた

め、モーターボート競走事業を設置する。 

（経営の基本） 

第４条 モーターボート競走事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進

するように運営されなければならない。 

２ モーターボート競走事業は、モーターボート競走法（昭和２６年法律第２４２号）その他関

係法令の規定に基づき行うものとする。 

（管理者の不設置） 

第５条 モーターボート競走事業には、管理者を置かない。 

（組織） 
第６条 モーターボート競走事業に係る事務で市長の権限に属するものを処理させるため、尼崎

市公営事業局を置く。 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第７６号 所 管 施設整備推進担当 

件 名 工事請負契約の変更について（（仮称）南部保健福祉センター整備工事） 

内       容 

１ 変更理由 

  平成２８年度労務・材料等単価を適用して設計を行っている当該工事について、平

成２９年３月から適用される公共工事設計労務単価の上昇を受け、技能労務者の適

切な賃金水準を確保するため、平成２９年３月からの労務・材料等単価を適用する

ことに伴い、契約金額を増額する必要が生じたため。 

 

２ 契約の相手方 

  尼崎市道意町３丁目１番地 

  株式会社三田工務店 代表取締役 三田 恭男 

 

３ 契約金額 

  変更前 ４１２，５６０，０００円 

  変更後 ４１２，９２１，８００円 

  増 額     ３６１，８００円 

  （金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

４ 変更内容 

平成２９年３月からの労務・材料等単価の適用 

 

５ 契約工期 

  平成２９年３月６日から平成２９年１１月３０日まで（変更なし） 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第７７号 所 管 施設整備推進担当 

件 名 
工事請負契約の変更について（（仮称）南部保健福祉センター整備工事のうち

電気設備工事） 

内       容 

１ 変更理由 

  平成２８年度労務・材料等単価を適用して設計を行っている当該工事について、平

成２９年３月から適用される公共工事設計労務単価の上昇を受け、技能労務者の適

切な賃金水準を確保するため、平成２９年３月からの労務・材料等単価を適用する

ことに伴い、契約金額を増額する必要が生じたため。 

 

２ 契約の相手方 

  尼崎市西難波町２丁目４番２７号 

  株式会社小川電設 代表取締役 小川 元 

 

３ 契約金額 

  変更前 １７０，２０８，０００円 

  変更後 １７０，９６８，３２０円 

  増 額     ７６０，３２０円 

  （金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

４ 変更内容 

平成２９年３月からの労務・材料等単価の適用 

 

５ 契約工期 

  平成２９年３月６日から平成２９年１１月３０日まで（変更なし） 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第７８号 所 管 施設整備推進担当 

件 名 
工事請負契約の変更について（（仮称）南部保健福祉センター整備工事のうち

機械設備工事） 

内       容 

１ 変更理由 

  平成２８年度労務・材料等単価を適用して設計を行っている当該工事について、平

成２９年３月から適用される公共工事設計労務単価の上昇を受け、技能労務者の適

切な賃金水準を確保するため、平成２９年３月からの労務・材料等単価を適用する

ことに伴い、契約金額を増額する必要が生じたため。 

 

２ 契約の相手方 

  尼崎市稲葉荘３丁目５番１０号 

  株式会社田中水道工業所 代表取締役 水杉 栄 

 

３ 契約金額 

  変更前 ２０８，１８０，８００円 

  変更後 ２０９，６１８，２８０円 

  増 額   １，４３７，４８０円 

  （金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

４ 変更内容 

平成２９年３月からの労務・材料等単価の適用 

 

５ 契約工期 

  平成２９年３月６日から平成２９年１１月３０日まで（変更なし） 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第７９号 所 管 施設整備推進担当 

件 名 工事請負契約の変更について（（仮称）北部保健福祉センター整備工事） 

内       容 

１ 変更理由 

  平成２８年度労務・材料等単価を適用して設計を行っている当該工事について、平

成２９年３月から適用される公共工事設計労務単価の上昇を受け、技能労務者の適

切な賃金水準を確保するため、平成２９年３月からの労務・材料等単価を適用する

ことに伴い、契約金額を増額する必要が生じたため。 

 

２ 契約の相手方 

  尼崎市道意町３丁目１番地 

  株式会社三田工務店 代表取締役 三田 恭男 

 

３ 契約金額 

  変更前 ２７２，１６０，０００円 

  変更後 ２７２，４５５，９２０円 

  増 額     ２９５，９２０円 

  （金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

４ 変更内容 

平成２９年３月からの労務・材料等単価の適用 

 

５ 契約工期 

  平成２９年３月６日から平成２９年１１月３０日まで（変更なし） 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８０号 所 管 大庄地域振興センター 

件 名 工事請負契約について（大庄支所・地区会館複合施設新築工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

  尼崎市玄番南之町４番地   

  株式会社柄谷工務店 代表取締役 柄谷 順一郎 

 

２ 契約金額 

６２０，７８４，０００円（※ 金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２９年７月１０日 

 

５ 工事内容 

大庄支所・地区会館複合施設新築工事 

鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟 

延べ面積 ２，４１３．５５平方メートル 

付属棟 

鉄筋コンクリート造り 平屋建て １棟 

延べ面積 ６３．０１平方メートル 

駐輪場 

   アルミ製 平屋建て ２棟 

   延べ面積 ６９．０８平方メートル 

外構工事 

植栽工事 

 

６ 工期 

  契約締結の日から４５０日間 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

開　札　結　果　表

開札年月日 平成２９年７月１０日

件　　　　　名 大庄支所・地区会館複合施設新築工事

落　札　者　名 ㈱柄谷工務店 落　札　金　額 574,800,000円

予　定　価　格 631,000,000円最 低 制 限 価 格 567,900,000円

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

㈱柄谷工務店 574,800,000 決定

㈱オカモト・コンストラクション・
システム

581,130,000

クサカ建設㈱ 601,850,000

㈱三田工務店 602,000,000

宮崎建設㈱ 609,000,000

㈱ユハラ 辞退
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８１号 所 管 大庄地域振興センター 

件 名 
工事請負契約について（大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち電気設備

工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

  尼崎市西難波町２丁目４番２７号 

株式会社小川電設 代表取締役 小川 元 

 

２ 契約金額 

  １９３，３２０，０００円 

（金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２９年７月１３日 

 

５ 工事内容 

電気設備工事 

 屋内電気設備工事   一式 

 屋外電気設備工事   一式 

 付属棟電気設備工事  一式 

   

６ 工期 

  契約締結の日から４５０日間 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

カラタニエンジニアリング㈱ 169,800,000※最低制限価格抵触

㈱みつば電気 170,000,000※最低制限価格抵触

共栄電器工業㈱ 160,950,000※最低制限価格抵触

不二電気工事㈱ 161,450,000※最低制限価格抵触

平尾電工㈱ 151,850,000※最低制限価格抵触

栄興電機工業㈱ 156,000,000※最低制限価格抵触

菱星システム㈱ 199,700,000※予定価格超過

山口電気工事㈱ 136,480,000※最低制限価格抵触

㈱小川電設 179,000,000決定

親和電機工業㈱ 182,000,000

予　定　価　格 191,000,000円 最 低 制 限 価 格 171,900,000円

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

開　札　結　果　表

開札年月日 平成２９年７月１３日

件　　　　　名 大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち電気設備工事

落　札　者　名 ㈱小川電設 落　札　金　額 179,000,000円
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８２号 所 管 大庄地域振興センター 

件 名 
工事請負契約について（大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち機械設備

工事） 

内       容 

１ 契約の相手方 

  尼崎市椎堂１丁目２番６号 

三協設備株式会社 代表取締役 永井 俊彦 

 

２ 契約金額 

  １７５，５００，０００円 

（金額は消費税等相当額８％を含む。） 

 

３ 契約の方法 

 一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

 平成２９年７月１３日 

 

５ 工事内容 

機械設備工事 

 衛生器具設備工事  一式 

 給水設備工事    一式 

 排水設備工事    一式 

 給湯設備工事    一式 

 消火設備工事    一式 

 空気調和設備工事  一式 

 換気設備工事    一式 

   

６ 工期 

  契約締結の日から４５０日間 
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（※　金額は消費税等相当額８％を含まない。）

開　札　結　果　表

開札年月日 平成２９年７月１３日

件　　　　　名 大庄支所・地区会館複合施設新築工事のうち機械設備工事

落　札　者　名 三協設備㈱ 落　札　金　額 162,500,000円

予　定　価　格 172,800,000円 最 低 制 限 価 格 155,520,000円

入　　　札　　　者　　　名 第1回目入札金額（円）

三協設備㈱ 162,500,000決定

㈱田中水道工業所 172,300,000

カラタニエンジニアリング㈱ 184,000,000※予定価格超過

㈱中の島商会 140,300,000※最低制限価格抵触

山本設備工業㈱ 148,300,000※最低制限価格抵触

㈱阪神設備工業所 149,200,000※最低制限価格抵触

㈱西三設備 辞退
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８４号 所 管 下水道部経営企画課 

件 名 平成２８年度尼崎市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

内       容 

１ 議決を求める理由 

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、地方公営企業に生じた利益のうち、

特定の使途目的を与えられていない未処分利益剰余金の処分は、条例又は議会の議決

を経て行わなければならないとされていることから、その都度議決を求めるものであ

る。 

 

２ 処分内容 

未処分利益剰余金4,428,340,285円のうち、当年度純利益1,696,780,904円は建設

改良積立金に積み立て、建設改良積立金の取崩額 731,559,381円は資本金へ組み入

れ、残余については繰り越すものとする。 

 

          （単位：円） 

 
未 処 分 利 益 剰 余 金 

当 年 度 末 残 高 4,428,340,285 

議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額 △2,428,340,285 

 
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立 て △1,696,780,904 

 
資 本 金 へ の 組 入 れ △731,559,381 

処 分 後 残 高 
(繰越利益剰余金) 

2,000,000,000 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８５号 所 管 水道局経理課 

件 名 平成２８年度尼崎市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

内   容 

１ 議決を求める理由 

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、地方公営企業に生じた利益のうち、

特定の使途目的を与えられていない未処分利益剰余金の処分は、条例又は議会の議決

を経て行わなければならないとされていることから、その都度議決を求めるものであ

る。 

 

２ 処分内容 

未処分利益剰余金1,938,524,057円のうち、資金を伴わない収益相当額を除いた当

年度純利益1,166,202,740円は建設改良積立金に積み立て、当年度純利益のうち資金

を伴わない収益相当額 169,403,583円及び建設改良積立金の取崩額 602,917,734円

（計772,321,317円）は資本金へ組み入れる。 

          （単位：円） 

 
未 処 分 利 益 剰 余 金 

当 年 度 末 残 高 1,938,524,057 

議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額 △1,938,524,057 

 
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立 て △1,166,202,740 

 
資 本 金 へ の 組 入 れ △772,321,317 

処 分 後 残 高 
(繰越利益剰余金) 

0 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８６号 所 管 水道局経理課 

件 名 平成２８年度尼崎市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

内   容 

１ 議決を求める理由 

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、地方公営企業に生じた利益のうち、

特定の使途目的を与えられていない未処分利益剰余金の処分は、条例又は議会の議決

を経て行わなければならないとされていることから、その都度議決を求めるものであ

る。 

 

２ 処分内容 

未処分利益剰余金1,094,720,047円のうち、資金を伴わない収益相当額と使途を特

定していない負担金収入相当額を除いた当年度純利益 299,874,119円は建設改良積

立金に積み立て、当年度純利益のうち資金を伴わない収益相当額127,042,179円は資

本金へ組み入れ、残余については繰り越すものとする。 

          （単位：円） 

 
未 処 分 利 益 剰 余 金 

当 年 度 末 残 高 1,094,720,047 

議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額 △426,916,298 

 
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立 て △299,874,119 

資 本 金 へ の 組 入 れ △127,042,179 

処 分 後 残 高 
(繰越利益剰余金) 

667,803,749 
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（議案説明資料） 

＜平成２９年９月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第８７号 所 管 公営事業局経営企画課 

件 名 
平成２８年度尼崎市モーターボート競走事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて 

内       容 

１ 議決を求める理由 

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、地方公営企業に生じた利益のうち、

特定の使途目的を与えられていない未処分利益剰余金の処分は、条例又は議会の議決

を経て行わなければならないとされていることから、その都度議決を求めるものであ

る。 

 

２ 処分内容 

未処分利益剰余金 11,543,490,030円のうち、1,279,395,106円を利益積立金、

3,322,765,353円を建設改良積立金にそれぞれ積み立て、120,000,000円を他会計へ

繰り出し、残余については繰り越すものとする。 

 

          （単位：円） 

 
未 処 分 利 益 剰 余 金 

当 年 度 末 残 高 11,543,490,030 

議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額 △4,722,160,459 

 
利 益 積 立 金 の 積 立 て △1,279,395,106 

 
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立 て △3,322,765,353 

 
他 会 計 へ の 繰 出 し △120,000,000 

処 分 後 残 高 
(繰越利益剰余金) 

6,821,329,571 
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